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執行役員制度の導入及び人事に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および執行役員人事について決議いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

１．執行役員制度導入の目的 

現在のリユース市場は、お客様のニーズの多様化やデジタル化の進展により、かつてないスピードで変

化を続けております。当社がこの環境下において、さらなる事業拡大と企業価値の向上を持続的に実現

していくためには、経営環境の変化に機動的に対応できる組織体制の構築が不可欠であると判断し、執

行役員制度を導入いたします。 

本制度導入の具体的な目的は以下の３点です。 

(1) 意思決定の迅速化と業務執行体制の強化  

取締役会による「経営の意思決定および監督機能」と、執行役員による「業務執行機能」を明確に分離い

たします。これにより、第一線の現場を熟知した業務執行のトップへ大幅な権限委譲を行い、市場変化や

顧客ニーズに対する迅速かつ果断なアクションを可能にします。 

(2) コーポレート・ガバナンスの充実 

業務執行の責任と権限を執行役員に明確化することで、取締役会は経営戦略の策定ならびに業務執行

の妥当性・効率性の監督に注力することが可能となり、コーポレート・ガバナンス機能の一層の強化を図

ります。 

(3) 次世代経営を担う中核人材の育成 

 将来の経営幹部候補に業務執行の最高責任者としての経験と裁量を与えることで、当社の強みである

「店舗現場の熱量と専門性」を全社視点で牽引できる、次世代の経営人材の育成・登用を強力に推進い

たします。 

 

2．執行役員制度の概要 

導入時期：  2026年４月１日 

雇用形態：  雇用型 

選任・解任： 選任・解任は取締役会の決議による 



業務執行：  執行役員は取締役会が決定した方針及び代表取締役の指示に基づき業務を執行する 

任期：     原則として就任後１年（事業年度末日まで）とし、再任を妨げないものとする 

 

3. 執行役員人事（2026年４月１日付） 

本制度の導入に伴い、当社の営業戦略と経営戦略を強力に推進するため、以下の通り執行役員を選任

いたしました。 

氏名 新役職 現役職 

後藤 覚 執行役員 第一営業本部長 第一営業本部長 

山田 憲之 執行役員 経営戦略本部長 経営戦略本部長 

 

 

以 上 

 


